
○山鹿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成１７年１０月２７日 

教育委員会規則第４５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山鹿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１

７年山鹿市条例第２２９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（参加表明） 

第２条 条例第２条の規定による公募への参加を希望する法人等は、あらかじめ次に掲げ

る書類を添えて、当該参加を希望する旨の意思表明（次項において「参加表明」という。）

を教育委員会に対し書面により行わなければならない。 

(1) 団体の設立趣旨及び事業内容のパンフレット等団体の概要が分かるもの 

(2) 定款、寄附行為又はこれらに類するものの写し 

(3) 登記簿の謄本（現在事項全部証明書）（法人の場合に限る。） 

(4) 誓約書及び照会承諾書 

(5) 共同企業体協定書の写し（共同企業体の場合に限る。） 

２ 参加表明を辞退するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

（平３０教委規則３・追加） 

（申請の手続） 

第３条 条例第３条の規定による申請は、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて行うものとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類 

２ 前項の規定は、条例第４条の２第１項の規定による選定に係る申請について準用する。 

（平３０教委規則３・旧第２条繰下・一部改正、令２教委規則９・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日教育委員会規則第９号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２２日教育委員会規則第１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 


